
小樽市民の皆様へ

令和3年1月15日

小樽市

新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

小樽市内では、令和2年の年末から令和3年1月にかけ、新型コロナウイルスに感染する事例が急増しています。
国は1月7日に緊急事態宣言を行い1都3県を対象地域に、1月14日には2府5県を追加しています。

これを受け、北海道では『集中対策期間』を令和3年2月15日（月）まで延長しました。

集中対策期間の
協力要請のポイント

◼緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を控える。
◼感染リスクが回避できない場合には、札幌市との不要不急の
往来を控える。

◼できる限り同居していない方との飲食は控える。

東京都、神奈川県、
埼玉県、千葉県、栃木県、
愛知県、岐阜県、大阪府、
京都府、兵庫県、福岡県



市内で発生した感染拡大の事例

事例のような状況をできるだけ回避し、感染拡大防止に御協力いただきますようお願いします。

親戚や知人関係の多人数での集まり・会食
事例A

多人数での会食
事例B 他地域からの帰省

事例C

年末年始に親戚
や知人が集まり、
感染が拡大

多人数の会食
で感染し、
家庭で感染が
拡大

市外で感染し、
帰省により
実家家族に
感染が拡大


